
資料２-１

令和３年度保険料率について



（１）令和３年度保険料率に関する論点

［平均保険料率］に関する現状と課題

 協会けんぽの令和元年度決算は、収入が10兆8,697億円、支出が10兆3,298億円、収支差は5,399億円と、収支差は前年度に比

べて▲550億円となったものの、準備金残高は3兆3,920億円で給付費等の4.3か月分（法定額は給付費等の1か月分）となった。

 これは、協会において、ジェネリック医薬品の使用促進、レセプト点検の強化など医療費適正化のための取組を着実に進めてき

たことや、中長期的に安定した財政運営を行う観点から、平均保険料率10％を維持してきたことなどによるものである。

 一方、協会けんぽの財政は、医療費の伸びが賃金の伸びを上回るという財政の赤字構造が解消されていないことに加え、以下

の観点などから、今後も予断を許さない状況にある。

・高齢化の進展により、高齢者に係る医療費が今後も増大する見込みであり、特に、令和4年度以降、後期高齢者が急増するた

め、後期高齢者支援金の大幅な増加が見込まれること。

・平成29年度半ば頃から被保険者数の伸びが急激に鈍化しており、賃金の動向も不透明であること。

・高額な医薬品や再生医療等製品の薬価収載が増加していくと見込まれること。

 加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済情勢の悪化により、令和2年4月～9月にかけて被保険者数の伸びが急

激に鈍化するとともに、令和2年8月28日時点で約1050.3億円の保険料の納付猶予が発生するなど、保険料収入の減少等が見

込まれる状況にある。

 また、医療機関への受診抑制により、加入者一人当たり医療給付費（稼働日数調整後）が 対前年同月比で、令和２年４月から７

月までマイナスとなっていたのが、８月は+0.3％となっている。

 こうした状況も踏まえながら、今後の財政状況を見通す観点から、新型コロナウイルス感染症の影響も含めた、5年収支見通し等

の財政状況に関するシミュレーションを行ったところ、平均保険料率10％を維持した場合であっても、数年後には準備金を取り

崩さなければならない見通しとなっている。
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（２）運営委員会及び奈良支部評議会における主な意見

［運営委員会］

コロナ禍という状況であるが、高齢化の進行、現役世代の減少という構造的な課題は変わっていない。健全な財政基盤を確保していくことが
基本であり、10％維持に賛成である。一方で準備金残高が積みあがっており、これまで以上に丁寧な説明が必要である。

新型コロナウイルス感染症で先行き不透明であり、景気回復には時間がかかることが見込まれる。今後、数年は厳しい財政状況になることが
見込まれるため、令和３年度の保険料率を10％維持することが適当であると考える。なお、協会けんぽには、国庫補助率を上限20％に引き
上げるよう国へ強く要望していただきたい。

評議会の意見の中でコロナの影響で一時的に保険料率を下げてはどうかという意見も見受けられたが、保険料の納付猶予で対応されている
と考える。コロナで先行き不透明な中で、保険料率を変更することはリスクが高いと考える。

現状の保険料率の維持を支持したい。多くの支部で現状の10％維持を支持していると思われる。新型コロナの影響が今後さらにでてくること
を考えると将来的な引き上げ幅を緩和するという効果を視野に入れて10％維持を支持したい。一方で、事務局が出された資料の準備金の
予測値と実際の値と乖離が出た場合は、しっかりと検証し、次年度に還元するなど新たな対応を議論する必要があるのではないか。

現状の10％維持に賛成である。資料から保険の財政が赤字構造であることが読み取れるため、コロナの影響で保険料収入が増加しない中、
赤字構造を改善するには支出を減らす必要がある。マイナンバーカード等を活用して、医療費削減につながる提言を国に対して行ってほしい。

保険料を10％に据え置くことはコロナ禍で苦しんでいる事業主や従業員の理解を得ることは難しい。コロナ禍の中で、保険料の引き下げや
国庫負担の増額に言及した支部評議会の意見も多くあるため、本部としても十分にこの内容を検証して運営委員会に来年度の保険料率に係
る議論を諮るべきである。保険者として収支の均衡のみを見るのではなく、加入者の持続的な発展につながるような、加入者への支援策を
積極的に国へ要望していただきたい。

［奈良支部評議会］

コロナケースⅢ（リーマンショック時係数×1.2）でも見通しが甘いのではないか。

コロナの影響により各企業が大きなダメージを負っている。国庫補助の拡充をお願いしたい。

少子高齢化により財政状況が厳しくなっていくことは目に見えている。協会として、どの程度まで財政が悪化すれば、どういったアクションをと
るのかという方針を具体的に示してほしい。

下げられるときには下げるべきだという意見もあることは承知しているが、理事長発言の通り、中長期的視点で考えていくというスタンスを支持
する。

コロナの影響も大きいため経済状況を見た対応をお願いしたいが、基本的には10％を維持してもらいたい。

令和2年度の状況が不透明な中で、保険料率10％維持ということを決めていいのか、保険財政は大丈夫なのか疑問に感じる。

2



（３）全国の支部評議会における主な意見

令和２年10月から１１月に開催した各支部の評議会での意見については、昨年と同様、理事長の現時点における
考え（新型コロナウイルス感染症拡大による協会財政に対する影響はあると考えられるが、基本的には中長期的な
視点で保険料率を考えていくこと）を評議会で説明した上で、特段の意見があれば提出していただくこととした。

意見書の提出状況並びに平均保険料率に対しての意見の概要は以下のとおり。

※（ ）は昨年の支部数

意見の提出なし ６支部（13支部）

意見の提出あり ４１支部（34支部）

① 平均保険料率10％を維持するべきという支部 31支部（21支部）

② ①と③の両方の意見のある支部 5支部（ 7支部）

③ 引き下げるべきという支部 2支部（ 2支部）

④ その他（平均保険料率に対しての明確な意見なし 3支部（ 4支部）

※ 保険料率の変更時期についても、 ４月納付分（３月分）以外の意見はほぼなし。
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（４－１）５年収支見通しについて（コロナケース）※令和2年10月29日評議会資料から抜粋

追加ケースとして、新型コロナウイルス感染拡大の影響を盛り込んだケース（以下「コロナケース」）を作成

今後の被保険者数

①

令和２、３年度については、リーマンショック時の協会けんぽの実績（平成21年度：▲0.9％、平成22年度：0.3％）を踏まえて以下3ケース

令和2年度（2020年度） 令和3年度（2021年度）

コロナケースⅠ（Ⅱ×0.8） ▲0.7％

コロナケースⅡ ▲0.9％ 0.3％

コロナケースⅢ（Ⅱ×1.2） ▲1.1％

② 令和４年度以降は、「日本の将来推計人口（平成29年4月国立社会保障・人口問題研究所）の出生中位（死亡中位）を基礎として推計

今後の賃金上昇率

①
令和２～4年度については、リーマンショック時の協会けんぽの実績（平成21年度：▲1.8％、平成22年度：▲1.4％、平成23年度：▲0.3％）を踏ま
えて、被保険者数コロナ3ケースごとに以下の前提をおいた。なお。、令和5年度以降はコロナケースⅠ：0.6％、Ⅱ・Ⅲ：0.0％で一定とした

②

（単位：％） 令和2（2020）年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

コロナケースⅠ（Ⅱ×0.8） ▲1.4％ 0.0％ 0.6％ 0.6％

コロナケースⅡ ▲1.8％ ▲1.4％ ▲0.3％ 0.0％

コロナケースⅢ（Ⅱ×1.2） ▲2.2％ ▲1.4％ ▲0.3％ 0.0％

今後の医療給付費

①
令和２年度は、令和2年3～7月の協会けんぽの実績を踏まえて被保険者コロナ3ケースごとに以下の前提をおいた。令和3年度以降は、通常ケー
スと同様、令和3年度：2.9％、令和4年度以降はＰ２下段表（75歳以上、75歳未満）の通りとした

②

令和2（2020）年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度～

コロナケースⅠ（Ⅱ×0.8） ▲5.3％

コロナケースⅡ ▲5.3％ 2.9％ 2.0％

コロナケースⅢ（Ⅱ×1.2） ▲3.3％
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平均保険料率10％を据え置いた場合

年度
令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

令和６年度
（2024年度）

令和７年度
（2025年度）

コロナケース
Ⅰ

保険料率 １０．０％ １０．０％ １０．０％ １０．０％ １０．０％ １０．０％

収支差 ６，２００ ２，２００ ２，８００ １，４００ ６００ ▲５００

準備金 ４０，１００ ４３，０００ ４５，０００ ４６，４００ ４７，０００ ４６，５００

コロナケース
Ⅱ

保険料率 １０．０％ １０．０％ １０．０％ １０．０％ １０．０％ １０．０％

収支差 ５，６００ ３００ ４００ ▲１，４００ ▲２，８００ ▲４，６００

準備金 ３９，５００ ３９，８００ ４０，２００ ３８，８００ ３６，０００ ３１，４００

コロナケース
Ⅲ

保険料率 １０．０％ １０．０％ １０．０％ １０．０％ １０．０％ １０．０％

収支差 ３，７００ ▲９００ ▲１，１００ ▲３，０００ ▲４，５００ ▲６，２００

準備金 ３７，７００ ３６，８００ ３５，６００ ３２，７００ ２８，２００ ２１，９００

均衡保険料率（単年度収支が均衡する保険料率）

年度
令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

令和６年度
（2024年度）

令和７年度
（2025年度）

コロナケースⅠ ９．８％ ９．７％ ９．９％ ９．９％ １０．１％

コロナケースⅡ １０．０％ １０．０％ １０．２％ １０．３％ １０．５％

コロナケースⅢ １０．１％ １０．１％ １０．３％ １０．５％ １０．７％

（４－２）５年収支見通しについて（コロナケース）※令和2年10月29日評議会資料から抜粋

［単位：億円］
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（５）協会けんぽ（医療分）の令和元年度決算を足元としたごく粗い収支見通し試算の前提

【５年試算の前提】

令和2年度 令和3年度
ケースⅠ ▲0.9％
ケースⅡ ▲0.9％
ケースⅢ ▲0.9％ 0.4％

③ 令和4,6年度に実施予定の被用者保険の適用拡大の影響を織り込んだ。
賃金上昇率

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度～

ケースⅠ 0.0％ 0.6％ 0.6％
ケースⅡ ▲1.4％ ▲0.3％ 0.0％
ケースⅢ ▲0.5％ 0.0％ 0.0％

① 令和2年度については、令和2年3～10月の協会けんぽの実績を踏まえて、▲3.2％と見込んだ。
② 令和3年度については、消費増税影響を盛り込んだ。

75歳未満：2.0％　　　　75歳以上（後期高齢者支援金の推計に使用）：0.4％
令和2年度 令和3年度

ケースⅠ
ケースⅡ
ケースⅢ 5.1％

現金給付 給付の性格に応じ、被保険者数及び総報酬額の見通しを使用した。

加入者一
人当たり医
療給付費の
伸び率

0.3％

▲0.0％

▲3.2％
2.9％

被保険者
数等

②
令和4年度以降については、「日本の将来推計人口」（平成29年4月国立社会保障・人口問題研究所）の出生
中位（死亡中位）を基礎として推計。

③
令和4年度以降については、平成28～令和元年度（4年平均）の協会けんぽなどの次の年齢階層別医療費の
伸びの平均実績を使用した。

令和2～4年度については、リーマンショック時の協会けんぽの実績を踏まえて、3ケースごとに以下の前提を
おいた。

令和2、3年度以降については、リーマンショック時の協会けんぽの実績を踏まえて、以下の3ケースの前提を
おいた。

①

①
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（６－１）試算結果

【ケースⅠ】
（「コロナケースⅠ」の

令和2年度数値のみ置換）

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

保険料収入（医療分） 94,400 97,200 96,400 95,600 95,500 95,400

国庫補助等（医療分） 12,700 11,500 11,600 11,500 11,700 11,900

その他 300 200 200 200 200 200

収入計 107,400 108,900 108,300 107,300 107,400 107,600

保険給付費 62,200 64,100 64,000 63,900 64,300 64,800

前期高齢者納付金 15,300 15,300 14,400 14,100 13,800 13,700

後期高齢者支援金 21,300 21,300 22,900 23,800 24,600 25,500

退職者給付拠出金 0 0 0 0 0 0

その他 3,400 4,500 2,900 2,900 2,900 2,900

支出計 102,200 105,300 104,200 104,700 105,600 106,800

収支差 5,200 3,700 4,000 2,600 1,800 700

年度末準備金残高 39,100 42,800 46,800 49,500 51,300 52,100

保険料率 10.0％ 10.0％ 10.0％ 10.0％ 10.0％ 10.0％

［単位：億円］
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（６－２）試算結果

【ケースⅡ】
（「コロナケースⅡ」の

令和2年度数値のみ置換）

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

保険料収入（医療分） 94,400 95,900 94,200 92,900 92,200 91,500

国庫補助等（医療分） 12,700 11,500 11,800 11,800 12,200 12,300

その他 300 200 200 200 200 200

収入計 107,400 107,600 106,300 104,900 104,600 104,100

保険給付費 62,200 64,100 64,000 63,800 64,200 64,700

前期高齢者納付金 15,300 15,300 14,400 14,100 13,800 13,700

後期高齢者支援金 21,300 21,300 22,900 23,800 24,600 25,500

退職者給付拠出金 0 0 0 0 0 0

その他 3,400 4,500 2,900 2,900 2,900 2,900

支出計 102,200 105,300 104,200 104,600 105,500 106,700

収支差 5,200 2,300 2,100 300 ▲1,000 ▲2,600

年度末準備金残高 39,100 41,400 43,500 43,800 42,900 40,200

保険料率 10.0％ 10.0％ 10.0％ 10.0％ 10.0％ 10.0％

［単位：億円］
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（６－３）試算結果

【ケースⅢ】
（直近の実績を
踏まえた試算）

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

保険料収入（医療分） 94,400 95,900 94,600 93,300 92,600 91,900

国庫補助等（医療分） 12,700 11,700 12,200 12,100 12,500 12,500

その他 300 200 200 200 200 200

収入計 107,400 107,900 107,000 105,600 105,300 104,700

保険給付費 62,200 65,300 65,200 65,100 65,400 65,900

前期高齢者納付金 15,300 15,300 14,400 14,100 13,800 13,700

後期高齢者支援金 21,300 21,300 22,900 23,800 24,600 25,500

退職者給付拠出金 0 0 0 0 0 0

その他 3,400 4,500 2,900 2,900 2,900 2,900

支出計 102,200 106,500 105,400 105,900 106,800 108,000

収支差 5,200 1,400 1,600 ▲200 ▲1,500 ▲3,300

年度末準備金残高 39,100 40,500 42,100 41,900 40,400 37,100

保険料率 10.0％ 10.0％ 10.0％ 10.0％ 10.0％ 10.0％

［単位：億円］

9



（７）政府予算案を踏まえた収支見込み（医療分）

［単位：億円］

令和元年度 令和２年度 令和３年度

備考
決算

直近見込み
（2年12月）

政府予算を
踏まえた見込み
（2年12月）

収
入

保険料収入 ９５，９３９ ９４，４３２ ９８，５９６ ・平成24年～令和2年度保険料率
１０．００％

・令和3年度保険料率
１０．００％

・令和3年度の単年度収支を均衡
させた場合の保険料率

９．７０％

［拠出金対前年度比］

＋ ２７２億円

＋ １７２億円 ＋４４３億円

▲ ０億円

国庫補助等 １２，１１３ １２，７１９ １２，４５６

その他 ６４５ ２８５ ２３７

計 １０８，６９７ １０７，４３７ １１１，２８９

支
出

保険給付費 ６３，６６８ ６２，１７５ ６６，８３８

前期高齢者納付金 １５，２４６ １５，３０２ １５，５７３

後期高齢者拠出金 ２０，９９９ ２１，３２０ ２１，４９２

退職者給付拠出金 ２ １ １

その他 ３，３３８ ３，４３０ ４，４９７

計 １０３，２９８ １０２，２２７ １０８，４００

単年度収支差 ５，３９９ ５，２０９ ２，８８９

準備金残高 ３３，９２０ ３９，１２９ ４２，０１８

※端数整理のため、計数が整合しない場合がある。
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（８－１）令和３年度奈良支部保険料率

奈良支部
保険料率

第１号
都道府県単
位保険料率

（調整前）

調整
第２号

都道府県単位
保険料率

第３号
都道府県単
位保険料率

収入等
の率

保険料率
精算分
の率

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ
の率

年齢調整 所得調整

Ｇ+Ｈ+Ｉ A B C D E F
G

（A+B+C+
D+E-F）

Ｈ Ｉ

支部別

医療給付費

主に現金給付費、

前期高齢者納付金等

業務経費、一般
管理費、準備金

残高等

令和元年度 １０．０７ ５．６６ ▲０．０１ ▲０．４０ ３．９９ ０．８９ ０．０６ １０．０６ ０．０１ -

令和２年度 １０．１４ ５．８０ ▲０．０１ ▲０．４２ ３．８９ ０．８７ ０．０３ １０．１０ ０．０３ 0.004

令和３年度 １０．００ ５．８１ ▲０．０３ ▲０．４４ ３．９９ ０．７４ ０．０３ １０．０４ ▲０．０３ ▲0.007

前年からの

増減
▲０．１４ ＋０．０１ ▲０．０２ ▲０．０２ ＋０．１０ ▲０．１３ ±０．００ ▲０．０６ ▲０．０６ ▲0.011

《全国共通料率》

①端数整理の関係上、各料率の合計が一致しない
②平均保険料率は10％、激変緩和率は令和元年度で解消している
③調整前第1号保険料率［奈良支部］５．８１％（前年：５.８０％）
※年齢調整：▲０．０３％（前年：▲0.0１％） 所得調整：▲０．４４％（前年：▲0.４２％）
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（８－２）令和３年度奈良支部保険料率

都道府県単位保険料率では、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなる。また、所得水準の低い
県ほど、同じ医療費でも保険料率が高くなる。このため、都道府県間で次のような年齢調整・所得調整を行う。

全国一本の保険料率
（平成20年9月まで）

都道府県単位保険料率（平成20年10月から）：年齢構成が高く、所得水準の低いA県の例

全
国
一
律
の
保
険
料
率

都道府県ごとの医療費
の水準にかかわらず保
険料率は一律

各都道府県の保
健事業等に要す
る保険料分を合
算

後期高齢者支援
金など全国一律
で賦課される保
険料分を合算

＋＋

地域差

所得水準を協会
の平均とした場合
の保険料収入額
との差額を調整

所得調整

年齢調整

年齢構成を協会
の平均とした場
合の医療費との
差額を調整

調
整
前
の
保
険
料
率

調
整
後
の
保
険
料
率(※

)

A県

B県 C県 最
終
的
な
保
険
料
率

年齢調整・所得調整の結
果、都道府県ごとの保険
料率は、医療費の地域差
を反映した保険料率となる。

Ａ県
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（８－３）令和３年度奈良支部保険料率の実数による算定

調整前保険料率

支部の医療給付費

支部の総報酬

＝
42,538,226,609円

732,081,387,341円

＝ 5.810587

年齢調整

［全国平均の加入者1人当たり給付費に支部加入者数を乗じた額］－［全国平均の年齢階層別1人当たり給付費に支部年齢階層別加入者数を乗じた額］

支部の総報酬額

＝

732,081,387,341円

＝
41,985,462,395円－42,209,671,289円 ▲224,208,894円

732,081,387,341円

＝ ▲0.030626

× 100

所得調整

［全国の給付費合計を支部総報酬で按分した額］－［全国平均の加入者1人当たり給付費に支部加入者数を乗じた額］

支部の総報酬額

＝

732,081,387,341円

＝
38,761,538,107円－41,985,462,395円 ▲3,223,924,288円

732,081,387,341円

＝ ▲0.440378

インセンティブ

加算額 － 減算額

支部の総報酬

＝
50,224,635円 － 102,148,431円

732,081,387,341円

＝ ▲0.007093× 100
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（８－４）令和３年度奈良支部保険料率の実数による算定のための基礎数値

年齢階層別加入者数

合計 0～4 5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～

全
国

410,070 19,129 21,608 22,622 24,151 26,881 27,266 29,782 33,306 38,227 41,004 34,333 30,806 28,987 20,389 11,578 

構成比 4.66 5.27 5.52 5.89 6.56 6.65 7.26 8.12 9.32 10.00 8.37 7.51 7.07 4.97 2.82

奈
良

3,298 157 184 197 207 217 201 225 257 304 332 277 244 230 166 101 

構成比 4.75 5.56 5.97 6.29 6.59 6.08 6.83 7.80 9.23 10.08 8.40 7.39 6.96 5.02 3.06

支部別医療給付費

全国計 5,219,755,054,699円 奈良支部 42,538,226,609円

0～ 4 182,733円 40～44 92,278円

5～ 9 87,900円 45～49 111,258円

10～14 70,084円 50～54 141,754円

15～19 57,666円 55～59 180,200円

20～24 52,539円 60～64 226,414円

25～29 65,731円 65～69 286,723円

30～34 75,834円 70～74 406,509円

35～39 82,207円 計 127,289円

年齢階層別１人当たり医療給付費

都道府県別総報酬

全国計 98,584,465,650,000円 奈良支部 732,081,387,341円

※小数第一位を四捨五入した数値を掲載しているため、実数計算とは相違する

※小数第一位を四捨五入した数値を掲載しているため、実数計算とは相違する

※小数第一位を四捨五入した数値を掲載しているため、実数計算とは相違する

単位：百人
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（９）令和３年度都道府県単位保険料率のまとめ

・「＋」は令和３年度保険料率が令和２年度保険料率よりも上がったことを示して
おり、「▲」は下がったことを示している。
・金額は、標準報酬月額３０万円の被保険者に係る保険料負担（月額：労使折半
後）の増減。

保険料率
支部数

（％）

10.68 1

10.45 1

10.36 1

10.30 1

10.29 3

10.28 1

10.26 1

10.24 1

10.22 3

10.18 1

10.17 1

10.16 1

10.11 2

10.06 1

10.04 1

10.03 2

10.01 1

10.00 1

9.99 1

9.98 1

9.97 1

9.96 1

9.95 1

9.91 1

9.87 1

9.84 1

9.83 2

9.81 1

9.80 1

9.79 2

9.78 1

9.74 2

9.72 1

9.71 1

9.66 1

9.64 1

9.59 1

9.50 1

23

23

令和２年度保険料率からの変化分
支部数

料率（％） 金額（円）

＋0.15 ＋225 1

＋0.13 ＋195 1

＋0.11 ＋165 1

＋0.10 ＋150 2

＋0.08 ＋120 1

＋0.07 ＋105 1

＋0.06 ＋ 90 1

＋0.04 ＋ 60 4

＋0.03 ＋ 45 4

＋0.02 ＋ 30 1

＋0.01 ＋ 15 3

0.00 0 1

▲0.01 ▲ 15 4

▲0.02 ▲ 30 4

▲0.03 ▲ 45 4

▲0.04 ▲ 60 1

▲0.05 ▲ 75 2

▲0.06 ▲ 90 1

▲0.07 ▲105 1

▲0.08 ▲120 2

▲0.09 ▲135 2

▲0.10 ▲150 1

▲0.11 ▲165 1

▲0.12 ▲180 1

▲0.13 ▲195 1

▲0.14 ▲210 1

20

26
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（１０）近畿ブロック 支部別健康保険料率の推移

20.10 21.09 22.04 23.04
24.04
～26.4

27.04 28.04 29.04 30.04 31.04 R2.04 R3.04

滋賀 8.20 8.18 9.33 9.48 9.97 9.94 9.99 9.92 9.84 9.87 9.79 －

京都 8.20 8.19 9.33 9.50 9.98 10.02 10.00 9.99 10.02 10.03 10.03 －

大阪 8.20 8.22 9.38 9.56 10.06 10.04 10.07 10.13 10.17 10.19 10.22 －

兵庫 8.20 8.20 9.36 9.52 10.00 10.04 10.07 10.06 10.10 10.14 10.14 －

奈良 8.20 8.21 9.35 9.52 10.02 9.98 9.97 10.00 10.03 10.07 10.14 10.00

和歌山 8.20 8.21 9.37 9.51 10.02 9.97 10.00 10.06 10.08 10.15 10.14 －

全 国 8.20 8.20 9.34 9.50 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

※全国平均を超える箇所については赤字で表示。
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（１１）協会けんぽ収支見込み（介護分）

［単位：億円］

令和元年度 令和２年度 令和３年度

備考
決算

直近見込み
（2年12月）

政府予算を踏まえた見込み
（2年12月）

収
入

保険料収入 １０，０７４ １０，３４３ １０，９８３ 20年度保険料率 1.13%
21年度保険料率 1.19%
22年度保険料率 1.50%
23年度保険料率 1.51%
24年度保険料率 1.55%
25年度保険料率 1.55%
26年度保険料率 1.72%
27年度保険料率 1.58%
28年度保険料率 1.58%
29年度保険料率 1.65%
30年度保険料率 1.57%
1年度保険料率 1.73%
2年度保険料率 1.79%
3年度保険料率 1.80%

《納付金対前年度増減》
＋２４２億円

国庫補助等 ５１５ － －

その他 － － －

計 １０，５８９ １０，３４３ １０，９８３

支
出

介護納付金 １０，６７１ １０，３０３ １０，５４４

その他 － ２１ －

計 １０，６７１ １０，３２４ １０，５４４

単年度収支差 ▲８２ １９ ４３８

準備金残高 ▲４８５ ▲４６６ ▲２８

標準報酬月額 ３００千円 介護保険非該当者（10.14→10.00） 介護保険該当者（11.93→11.80）

令和３年３月納付分まで １５，２１０円 １７，８９５円

令和３年４月納付分から １５，０００円 １７，７００円

増減額 ▲ ２１０円 ▲ １９５円

※端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

※上記金額は、標準報酬月額３０万円の被保険者に係る保険料負担（月額：労使折半後）。
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（１２）保険料率改定に伴う広報スケジュール
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